
お
知
ら
せ

自
動
車
事
故
に
よ
る
交
通
遺
児

お
よ
び
重
度
後
遺
障
害
者
の
方
へ

【
交
通
遺
児
等
へ
の
育
成
資
金
貸
付

に
つ
い
て
】

　

義
務
教
育
終
了
ま
で
育
成
資
金

（
無
利
子
）
が
借
り
ら
れ
ま
す
。

対
象
者　
自
動
車
事
故
に
よ
り
死
亡

ま
た
は
重
度
後
遺
障
害
と
な
ら
れ
た

方
の
０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
の

お
子
さ
ま

貸
付
金
額　
一
時
金
１
５
５
，
０
０

０
円　

毎
月
２
０
，
０
０
０
円

入
学
支
度
金
４
４
，
０
０
０
円

返
済
期
間　
中
学
卒
業
後
20
年
以
内

（
高
校
・
大
学
等
に
進
学
す
る
場
合

は
、
卒
業
ま
で
猶
予
）

【
重
度
後
遺
障
害
者
へ
の
介
護
料
支

給
に
つ
い
て
】

対
象
者　
自
動
車
事
故
が
原
因
で
、

脳
・
脊
髄
ま
た
は
胸
腹
部
臓
器
を
損

傷
し
重
度
の
後
遺
障
害
を
持
っ
た
た

め
に
、
常
時
ま
た
は
随
時
の
介
護
が

必
要
な
状
態
に
あ
る
方
。

支
給
対
象　
①
常
時
の
介
護
が
必
要

な
方
の
う
ち
、「
重
度
後
遺
障
害
診

断
書
」
で
症
状
が
「
最
重
度
」
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
た
方
：
月
額
６
８
，

４
４
０
円
〜
１
３
６
，
８
８
０
円

②
前
記
以
外
で
常
時
の
介
護
が
必
要

な
方
：
月
額
５
８
，
５
７
０
円
〜
１

０
８
，
０
０
０
円

③
随
時
の
介
護
が
必
要
な
方
：
月
額

２
９
，
２
９
０
円
〜
５
４
，
０
０
０

円問
い
合
わ
せ
は　
独
立
行
政
法
人
自

動
車
事
故
対
策
機
構
徳
島
支
所
（
☎

０
８
８

－
６
３
１

－

７
７
９
９
）
へ

お
知
ら
せ

自
動
車
の
不
具
合
情
報
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

国
土
交
通
省
で
は
、
迅
速
な
リ
コ

ー
ル
の
実
施
や
リ
コ
ー
ル
隠
し
等
の

防
止
の
た
め
、「
自
動
車
不
具
合
情

報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
通
じ
て
、
皆

様
の
お
車
に
発
生
し
た
不
具
合
情
報

を
収
集
し
て
お
り
ま
す
。
不
具
合
が

発
生
し
た
際
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
平
日
・
日
中
）

☎
０
１
２
０

－

７
４
４

－

９
６
０

▼
自
動
音
声
（
年
中
無
休
・
24
時
間
）

☎
03

－

３
５
８
０

－

４
４
３
４

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

www.m
lit.go.jp/RJ/

問
い
合
わ
せ
は　
国
土
交
通
省
四
国

運
輸
局
徳
島
運
輸
支
局
（
☎
０
８
８

－

６
４
１

－

４
８
１
３
）
へ

お
知
ら
せ

市
町
村
合
併
に
伴
う
車
検
証
の

住
所
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

▼
市
町
村
合
併
に
伴
う
住
所
変
更
が

反
映
さ
れ
て
い
な
い
車
検
証
に
つ
き

ま
し
て
は
、
新
住
所
と
み
な
さ
れ
る

措
置
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
手

続
き
を
さ
れ
な
く
て
も
問
題
あ
り
ま

せ
ん
。

▼
合
併
後
の
新
住
所
へ
の
変
更
を
ご

希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、
備
え
付
け

の
専
用
シ
ー
ト
（
Ｏ
Ｃ
Ｒ
シ
ー
ト
）、

車
検
証
を
添
え
て
お
申
し
出
い
た
だ

き
ま
す
と
、
無
料
で
車
検
証
を
交
付

し
ま
す
。

▼
合
併
後
に
継
続
車
検
を
行
う
場
合

は
、
車
検
証
に
加
え
て
継
続
検
査
申

請
書
に
専
用
シ
ー
ト
（
Ｏ
Ｃ
Ｒ
シ
ー

ト
）
お
よ
び
依
頼
書
を
添
え
て
お
申

し
出
い
た
だ
く
か
、
継
続
検
査
申
請

書
の
住
所
欄
に
「
赤
字
で
新
住
所
を

記
載
す
る
」
な
ど
の
方
法
で
も
車
検

証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　
国
土
交
通
省
四
国

運
輸
局
徳
島
運
輸
支
局
（
☎
０
８
８

－

６
４
１

－

４
８
１
３
）
へ

ひろ
ば

市
民
の
情報

お
知
ら
せ

羽
の
浦
桜
堤
地
デ
ジ
中
継
局
を
開
局
！

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
四
国
放
送
㈱
は
阿
南
市

長
生
町
に
、
羽
ノ
浦
町
岩
脇
・
明
見
・

古
毛
地
区
を
対
象
エ
リ
ア
と
し
た
羽

の
浦
桜
堤
地
デ
ジ
中
継
局
を
開
局
し

ま
す
。

　

Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
と
デ
ジ
タ
ル
テ

レ
ビ
（
ま
た
は
チ
ュ
ー
ナ
ー
）
を
接

続
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｎ
Ｈ
Ｋ（
総
合
・

教
育
）
と
四
国
放
送
の
地
上
デ
ジ
タ

ル
放
送
が
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
ア
ナ
ロ
グ

局
と
は
異
な
る
場
所
に
新
し
く
設
置

す
る
新
局
で
２
月
下
旬
に
試
験
電
波

を
発
射
し
、
３
月
中
旬
に
開
局
す
る

予
定
で
す
。
受
信
の
際
は
、
Ｕ
Ｈ
Ｆ

ア
ン
テ
ナ
の
追
加
設
置
や
方
向
調
整

な
ど
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
ア
ン
テ
ナ
工
事
な
ど
に
つ

い
て
は
、
お
近
く
の
電
気
店
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　
総
務
省
四
国
総
合

通
信
局
（
☎
０
８
９

－

９
３
６

－

５

０
３
７
）
へ

相
談

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

　

許
認
可
手
続
き
に
つ
い
て
知
り
た

い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
２
月
26
日
㈯　

午
前
９
時
〜

正
午

場
所　
ひ
ま
わ
り
会
館

相
談
内
容　
行
政
に
係
る
許
認
可
手

続
き
（
農
地
転
用
、
建
設
業
関
係
、

開
発
許
可
、
自
動
車
運
送
関
係
等
）

問
い
合
わ
せ
は　
徳
島
県
行
政
書
士
会

徳
島
南
部
支
部
（
☎
42

－３
１
７
３
）
へ

相
談

相
続
登
記
の
無
料
相
談
に
つ
い
て

　

司
法
書
士
会
で
は
、
２
月
を
「
相

続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
月
間
」
と

位
置
づ
け
、
相
続
登
記
の
無
料
相
談

を
実
施
し
ま
す
。

日
時　
２
月
８
日
㈫　

午
前
10
時
〜

正
午
お
よ
び
午
後
１
時
〜
３
時

場
所　
ひ
ま
わ
り
会
館

内
容　
相
続
登
記
に
関
す
る
こ
と

問
い
合
わ
せ
は　
県
司
法
書
士
会
阿

南
支
部
（
☎
22

－

９
８
７
３
）
へ

募
集放

送
大
学
４
月
生
の
募
集

　

放
送
大
学
で
は
平
成
23
年
度
第
１

学
期
（
４
月
入
学
）
の
学
生
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
放
送
大
学
は
テ
レ
ビ

や
ラ
ジ
オ
の
放
送
を
通
し
て
学
ぶ
遠

隔
教
育
の
大
学
で
す
。
心
理
学
・
福

祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・
自
然
科

学
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

出
願
期
間　
２
月
28
日
㈪
ま
で

※
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

資
料
請
求
・
問
い
合
わ
せ
は　
放
送

大
学
徳
島
学
習
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
８

８

－

６
０
２

－

０
１
５
１
）
へ
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募
集Ｎ

Ｈ
Ｋ
学
園　
生
涯
学
習

通
信
講
座
受
講
者
募
集
！

　

ま
ず
は
、
無
料
の
案
内
書
を
ご
請

求
く
だ
さ
い
。

内
容　
生
涯
学
習
通
信
講
座
（
趣
味

か
ら
資
格
ま
で
全
２
０
０
コ
ー
ス
以

上
）

募
集
期
間　
通
年

案
内
書
請
求
先　
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
１
２
０

－

06

－

８
８
８
１
）

問
い
合
わ
せ
は　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
（
☎

０
４
２

－

５
７
２

－

３
１
５
１
）
へ

募
集

楽
し
い
英
会
話
教
室
受
講
生
募
集

　

や
さ
し
い
初
歩
の
英
会
話
を
、
み

ん
な
で
楽
し
く
学
習
し
ま
せ
ん
か
。

見
学
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

受
講
日
時　
毎
月
第
２
・
４
火
曜
日

午
後
２
時
〜
４
時

場
所　
ひ
ま
わ
り
会
館

受
講
料　
年
間
約
１
４
，
０
０
０
円

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は　
楽
し

い
英
会
話
教
室　

松
田
（
☎
27

－

０

６
７
３
）
へ

講
座シ

ニ
ア
の
た
め
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
入
門

  

徳
島
県
地
域
Ｉ
Ｃ
Ｔ
人
材
育
成
事

業
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
楽

し
み
方
に
つ
い
て
、
初
心
者
向
け
の

パ
ソ
コ
ン
講
習
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
２
月
17
日
㈭　

午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分

会
場　
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー

対
象　
お
お
む
ね
50
歳
以
上
の
方

定
員　
15
人
（
応
募
多
数
の
場
合
は

抽
選
に
よ
り
決
定
し
連
絡
し
ま
す
。）

講
師　
富
士
通
エ
フ
・
オ
ー
・
エ
ム

株
式
会
社
徳
島
営
業
所

受
講
料　
無
料

申
込
締
切
日　
２
月
10
日
㈭

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は　
富
士

通
エ
フ
・
オ
ー
・
エ
ム
株
式
会
社
徳

島
営
業
所
（
☎
０
８
８

－

６
２
２

－

０
１
８
０
）
へ

催
し

高
校
生
た
ち
に
よ
る
邦
楽
発
表
会

　

阿
南
工
業
高
校
音
楽
部
と
富
岡
西

高
校
・
富
岡
東
高
校
羽
ノ
浦
校
筝
曲

部
に
よ
る
邦
楽
発
表
会
を
行
い
ま
す
。

阿
南
工
業
は
「
三
味
線
」、
富
岡
西

校
と
羽
ノ
浦
校
は
「
筝
」
の
部
活
動

に
取
り
組
ん
で
お
り
、
１
年
間
の
活

動
の
ま
と
め
と
し
て
合
同
で
発
表
し

ま
す
。
３
校
の
高
校
生
た
ち
が
一
生

懸
命
演
奏
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
聴

き
く
だ
さ
い
。
入
場
は
無
料
で
す
。

日
時　
２
月
13
日
㈰　

午
後
２
時
開

演
（
１
時
30
分
開
場
）

場
所　
富
岡
公
民
館

問
い
合
わ
せ
は　
阿
南
工
業
音
楽
部

大
羽
（
☎
22

－

１
４
０
８
）
へ

　■ＮＨＫ放送受信料が全額免除となっている世帯への支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　支援の対象　次のいずれかに該当し、ＮＨＫ放送受信料が全額免除の世帯。

①生活保護などの公的扶助を受けている世帯
②障がい者がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の世帯
③社会福祉施設に入所されていて、自らテレビを持ち込んでいる世帯。

支援の内容　地上デジタル放送対応の簡易なチューナー（１台）を無償給付し、対象世帯を訪問してチューナーの
設置を行います。アンテナ改修等が必要な場合は無償で工事を行います。

　■市町村民税非課税世帯への支援　
支援の対象　まだ地上デジタル放送に対応できず「世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯」が対象

です。※ＮＨＫとの放送受信契約が必要です。
支援の内容　地上デジタル放送対応の簡易なチューナー（１台）を無償給付します。また、チューナーの設置方法

や操作方法を電話でサポートします。※チューナーの訪問設置およびアンテナ改修等は行いません。

　■申込方法等について　
　申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して総務省地デジチューナー支援実施センターへ送付してください。
申込書は、インターネット・電話等で総務省地デジチューナー支援実施センターから取り寄せてください。身近な
公共機関やＮＨＫ放送局に置いてある場合もあります。

　■申込期限　　　　
　平成23年７月24日㈰ 　※当日の消印有効

　■問い合わせは
　総務省地デジチューナー支援実施センター

・ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯への支援（☎0570－033840）へ
・市町村民税非課税世帯への支援（☎0570－023724）へ

　ＮＨＫふれあいセンター
・ＮＨＫ放送受信料全額免除について（☎0570－000588）へ
・ＮＨＫの放送受信契約について（☎0570－077077）へ

地上デジタル放送視聴のための低所得世帯への支援について

　
総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由

で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
ま
だ
視

聴
で
き
な
い
低
所
得
の
世
帯
に
対

し
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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